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(57)【要約】
【課題】単体で発電と飲料水の供給を可能とし、商用電
源を必要とせず、電力と飲料水を長期間にわたって安定
して供給することを目的とする。またプール水や井戸水
を原水として処理し、飲料水や生活水を供給することを
目的とする。
【解決手段】本発明は、二次電池と水素製造装置とを有
する水素生成装置と、燃料電池と水素貯蔵装置と水処理
装置とを有する飲料水供給装置からなる自立型水素発電
及び飲料水供給システムである。特に水素生成装置が、
水の電気分解により水素を生成することを特徴とする。
又、水素生成装置が再生可能エネルギー発電装置を有し
、前記二次電池には再生可能エネルギー発電装置によっ
て生成された電気が蓄電されていることを特徴とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
水素生成装置と飲料水供給装置を有する水素発電及び飲料水供給システムであって、前記
水素生成装置が二次電池、及び水を反応させて水素を製造する水素製造装置とを有し、前
記飲料水供給装置が燃料電池、水素貯蔵装置、及び水処理装置とを有することを特徴とす
る自立型水素発電及び飲料水供給システム。
【請求項２】
前記水素製造装置が、水の電気分解により水素を製造することを特徴とする請求項１に記
載された自立型水素発電及び飲料水供給システム。
【請求項３】
前記水素製造装置が、反応用アルミ貯蔵部を含む水素発生部を有し、前記水素発生部にお
いて、反応用アルミ貯蔵部に貯蔵されている反応用アルミと水とを反応させて水素を製造
する水素発生部を有することを特徴とする請求項１に記載された自立型水素発電及び飲料
水供給システム。
【請求項４】
前記水素製造装置が、アルカリ性物質貯蔵部及び反応用アルミ貯蔵部を含む水素発生部を
有し、前記水素発生部において、アルカリ性物質貯蔵部に貯蔵されているアルカリ性物質
と前記反応用アルミ貯蔵部に貯蔵されている反応用アルミと水とを反応させて水素を製造
することを特徴とする請求項１に記載された自立型水素発電及び飲料水供給システム。
【請求項５】
前記水素生成装置が、更に再生可能エネルギー発電装置を有し、前記二次電池には再生可
能エネルギー発電装置によって生成された電気が蓄電されていることを特徴とする請求項
１乃至４のいずれか一に記載された自立型水素発電及び飲料水供給システム。
【請求項６】
前記水素生成装置が、更に純水製造装置を有することを特徴とする請求項２乃至５のいず
れか一に記載された自立型水素発電及び飲料水供給システム。
【請求項７】
前記水素貯蔵装置が、水素吸蔵合金であることを特徴とする請求項１乃至６のいずれか一
に記載された自立型水素発電及び飲料水供給システム。
【請求項８】
前記飲料水供給装置における燃料電池及び＼又は前記水素生成装置における二次電池が家
庭用交流電源として電気を供給することを特徴とする請求項１乃至７のいずれか一に記載
された自立型水素発電及び飲料水供給システム。
【請求項９】
前記水素生成装置と飲料水供給装置とが、分割して構成されており、夫々の装置の下方に
車輪が取り付けられており移動可能に形成されていることを特徴とする請求項１乃至８の
いずれか一に記載された自立型水素発電及び飲料水供給システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、水素発電及び飲料水の供給システムに関するものであり、本システム単体で
家庭用交流電源として電気を供給し、飲料水を供給することが可能となり、特に地震等の
災害時に商用電源を必要とせず、自立して電力供給と飲料水の供給が可能となる自立型水
素発電及び飲料水供給システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　地震等による災害が発生し、ライフラインが停止した場合、ライフラインの普及までに
かなりの時間がかかることが予想されている。また現在、各自治体等では、災害時におけ
る緊急避難所の設置が急務となっている。そして、災害時におけるライフラインの停止に
よって、水道水や電源の確保が困難となることが問題点として指摘されている。特に緊急
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避難所における問題点の一つとして、飲料水の調達や配給が深刻な問題として挙げられて
いる。
　全国各所に設けられた緊急避難所としては、学校や公民館等が指定されていることも多
い。このような施設にはプールが附帯設備として設けられている場合がある。このような
プールは、一年中水が貯蔵されているところも多い。そのようなプールに貯蔵されている
水を飲料水として活用することができれば、プールが附帯されている緊急避難所における
飲料水の問題を解決することが期待できる。
　このような緊急避難所において安全な飲料水を供給するためには、水処理装置が不可欠
である。現在、飲料水用の水処理装置としては、種々のものが知られているが、いずれも
電源の確保が大きな問題となっている。そのため、特に災害時においては、商用電源を使
用せずに水処理装置を稼動させて、飲料水を確保することが課題となっている。
【０００３】
　商用電源を使用することなく、電源を確保するシステムとしては、特許文献１に開示さ
れた発明が知られている。かかる特許文献１には、直接メタノール型燃料電池と二次電池
を有する電源システムが開示されている。
　例えば、図６は従来の電源システムの一例を示す模式図である。図６に示す如く、従来
の電源システム３０は、二次電池３７に貯蔵する電気を２種類のステップで入力する必要
がある。一つは太陽光パネル３１等の自然エネルギーによる充電機構より電気を生成し二
次電池３７に貯蔵する。もう一つは直接メタノール型燃料電池３３により電気を生成し二
次電池３７に貯蔵する。かかる電源システム３０を使用することによって、長時間の連続
駆動が可能となり、例えば、災害時に水処理システム等の装置３５を連続して稼動させる
ことができると考えられる。ここで、水処理システムとしては、特許文献２に開示された
ものが知られている。
　しかしながら、この電源システム３０は、燃料となるメタノールを貯蔵する燃料タンク
３４を備えているが、燃料を自立して製造するための手段は備わっていない。すなわち、
直接メタノール型燃料電池３３の稼動状況に応じて、メタノールの補給が必要となること
から、システム単体として検討した場合、長期間にわたる安定した電力の供給が困難とな
ることが予測される。
　さらに他の問題点として、水処理に使用する原水の給水源が、電源システムや飲料水の
供給装置から離れた場所にある場合、原水へのアクセスが問題となることも予測される。
　また、再生可能エネルギー発電装置から発電した電気を二次電池に充電させ、電力供給
を行う場合や、ガソリンなどの化石燃料を用いて発電し、長期間にわたって電力供給をす
る場合は、二次電池として蓄電容量の大きなものを使用する必要がある。また、化石燃料
の貯蔵量も多くする必要があるため、装置が大型化するだけでなく、システムを構成する
装置の重量も増加してしまうという問題点があった。
　本発明者は、従来技術における電源システムの問題点を検討し、商用電源を使用せずに
長期間にわたって飲料水の安定した供給を可能とするシステムを創作した。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１４－１８７８６５号公報
【特許文献２】特開２０１３－２１２４７０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、単体で発電と飲料水の供給を可能とし、商用電源を必要とせず、電力と飲料
水を長期間にわたって安定して供給することが可能となる自立型水素発電及び飲料水供給
システムを提供することを目的とする。
　また本発明は、プール水や井戸水を原水として処理し、飲料水や生活水を供給すること
が可能となる自立型水素発電及び飲料水供給システムを提供することを目的とする。
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　また本発明は、水素の供給、燃料電池の稼動、水処理といった複数の工程を連続して循
環させるシステムを提供することを目的とする。
　また水処理装置を含むシステムのみを水素生成装置から分離可能とし、さらに水処理装
置を含むシステム単体を水源まで搬送可能とする自立型水素発電及び飲料水供給システム
を提供することを目的とする。
　さらに本発明は、化石燃料等を用いて発電するシステムに比較して、小型・軽量化し得
る自立型水素発電及び飲料水供給システムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明者は、上記の課題を解決するために以下の構成を採用した。
（１）水素生成装置と飲料水供給装置を有する水素発電及び飲料水供給システムであって
、前記水素精製装置が二次電池、及び水を使用して水素を製造する水素製造装置とを有し
、前記飲料水供給装置が燃料電池、水素貯蔵装置、及び水処理装置とを有することを特徴
とする自立型水素発電及び飲料水供給システムである。
　ここで水素製造装置とは、水の電気分解、水蒸気改質、部分酸化改質、メタノール／エ
タノール改質等を使用することにより、または水もしくはアルカリ溶液と反応用物質との
化学反応を利用することにより水素を製造する装置のことである。使用される水は、精製
水が好ましいが、水素を生成することができる水であれば、市場で販売されている飲料水
や水道水を用いることができる。再生可能エネルギー発電装置を使用する場合は、当該装
置より生成された電気を使用することにより水素を製造することができる、水の電気分解
による製造方法が好適である。また、化学反応による水素製造装置としては、水とアルミ
とを反応させる方法や、アルカリ溶液とアルミとを反応させることにより水素を生成させ
る方法を使用することができる。その他、本発明に係る水素製造装置は、例えば、１０ｎ
ｍ以下のパウダー状に処理されたシリコンナノ粒子（Ｓｉナノパーティクル）を水と反応
させる方法を利用することにより、水素を生成させることができる。　また本発明におけ
る燃料電池とは、陽極（アノード）に水素を供給し、陰極（カソード）に酸素を供給する
ことによって、水素及び酸素を常温または高温環境で供給し反応させることにより継続的
に電力を取り出すことができる発電装置である。例えば、イオン交換膜を挟んで、正極に
酸化剤を、還元剤である水素を供給することにより発電する固体高分子型燃料電池が知ら
れている。
【０００７】
　また本発明における水素貯蔵装置としては、水素吸蔵合金、有機ハイドライト、液体水
素タンク、高圧水素タンク等が現在知られている。中でも水素充填密度の高い水素吸蔵合
金が好適である。また水素吸蔵合金ボンベを使用しても良い。水素吸蔵合金としては、Ａ
Ｂ２型、ＡＢ５型、ＢＣＣ固溶体型、Ｔｉ－Ｆｅ系、Ｖ系、Ｍｇ合金、Ｐｄ系、Ｃａ系合
金が現在知られている。
　さらに本発明における水処理装置とは、プール、池等から飲料水を生成する装置のこと
である。本発明においては、ポンプとろ過装置とから構成されるのが好ましい。
　ここで、ろ過装置としては、活性炭フィルターや、ステンレス製、アルミニウム製、ブ
ロンズ製、銅製、チタン製、ニッケル製等を使用した金属製フィルターや、ポリプロピレ
ン、ポリ塩化ビニル、ポリ塩化ビニリデン、ポリエチレン、ポリアミド、フッ素系樹脂等
を使用した樹脂フィルター等を用いたカートリッジ式ろ過装置、砂ろ過装置、珪藻土式ろ
過装置等が挙げられる。
　本発明に使用される水素生成装置は、少なくとも電気を蓄電しておく二次電池と水素製
造装置とを有している。必要に応じて純水製造装置など他の部品を備えていても良い。例
えば、太陽光パネル等である。水素製造装置として、水を電気分解するタイプの装置を使
用する場合は、水を生成する工程が必要となる。本発明においては、電気分解される水と
して、本発明における飲料水供給装置によって精製された飲料水を更に純水製造装置を通
過させて得た純水を用いても良い。
　本発明に使用される飲料水供給装置は、少なくとも燃料電池と水素貯蔵装置と水処理装
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置とを有している。必要に応じて他の部品を備えていても良い。例えば、携帯電話の充電
ボックス等である。かかる飲料水供給システムにおける水素貯蔵装置には、前記水素生成
装置において生成された水素が貯蔵されることになる。
　そして、前記貯蔵されている水素を使用して燃料電池を稼動し、家庭用交流電源や飲料
水を精製するためのポンプやろ過装置を稼動する電源となる電気を供給することができる
。また、燃料電池は、水素生成装置において生成された水素を水素貯蔵装置に貯蔵せずに
そのまま使用することもできる。
【０００８】
（２）前記水素製造装置が、水の電気分解により水素を製造することを特徴とする上記（
１）に記載された自立型水素発電及び飲料水供給システムである。
（３）前記水素製造装置が、反応用アルミ貯蔵部を含む水素発生部を有し、前記水素発生
部において、反応用アルミ貯蔵部に貯蔵されている反応用アルミと水とを反応させて水素
を製造する水素発生部を有することを特徴とする上記（１）に記載された自立型水素発電
及び飲料水供給システムである。
（４）前記水素製造装置が、アルカリ性物質貯蔵部及び反応用アルミ貯蔵部を含む水素発
生部を有し、前記水素発生部において、アルカリ性物質貯蔵部に貯蔵されているアルカリ
性物質と前記反応用アルミ貯蔵部に貯蔵されている反応用アルミと水とを反応させて水素
を製造することを特徴とする上記（１）に記載された自立型水素発電及び飲料水供給シス
テムである。
　上記水素製造装置は、アルカリ性物質と反応用アルミと水とを反応させて水素を製造す
る装置である。上記水素製造装置は、反応用アルミを貯蔵しておく反応性アルミ貯蔵部と
、アルカリ性物質を貯蔵しておくアルカリ性物質貯蔵部と、反応用アルミを投入し水を通
水することによって水素を発生させる水素発生部とを有している点に特徴を有する。　ア
ルカリ性物質、反応用アルミ及び水の反応の工程については、水素を製造させることがで
きれば、いずれの方法を使用しても良い。例えば、水（精製水が好ましい）をアルカリ性
物質貯蔵部へ通水した後に、更に反応用アルミ貯蔵部へ順番に通水して水素を製造する方
法や、水（精製水）がアルカリ性物質貯蔵部を経由せずに反応用アルミ貯蔵部のみへ通水
する方法、すなわち、精製水を反応用アルミ貯蔵部へ通水し、アルカリ性物質貯蔵部より
得られた濃アルカリ溶液を反応用アルミ貯蔵部へ投入する方法等が挙げられる。
　ここでアルカリ性物質は、ｐＨ１３以上のアルカリ溶液を生成し得る物質であれば、水
酸化ナトリウム、水酸化カリウム、濃アルカリ溶液等を使用することができ、アルミと反
応し水素を発生させることができる原料を任意に選択することができる。例えば、純水製
造装置で精製した精製水を水酸化ナトリウム、水酸化カリウムなどのアルカリ性物質が貯
蔵されているアルカリ性物質貯蔵部に通水して反応させて得たアルカリ溶液を使用するこ
ともできる。又、濃アルカリ溶液を、純水製造装置で精製した精製水により希釈したアル
カリ溶液を用いることができる。
【０００９】
（５）前記水素精製装置が、更に再生可能エネルギー発電装置を有し、前記二次電池には
再生可能エネルギー発電装置によって生成された電気が蓄電されていることを特徴とする
上記（１）乃至（４）のいずれか一に記載された自立型水素発電及び飲料水供給システム
である。
　ここで再生可能エネルギー発電装置とは、太陽光、風力、波力、小水力、流水、潮汐、
地熱、バイオマス等、またはこれらの自然の力を組み合わせることによって、定常的又は
反復的に補充されるエネルギー資源に基づいて電気を生成する発電装置のことである。本
発明においては、飲料水及び家庭用交流電源供給装置に使用される水素貯蔵装置を有する
ことから、一定の発電効率を有し、小規模・分散運用も可能なことから、太陽光を太陽電
池によって直接的に電力に変換する太陽光発電が好適である。また本発明における水素生
成装置は、二次電池を有している。このような構成を採用することにより、再生可能エネ
ルギーによって生成された電気を二次電池に蓄電することによって、適宜水の電気分解を
行うことが可能となる。例えば、太陽光パネルによって日中に生成された電気を夜間に使
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用することも可能である。
【００１０】
（６）前記水素生成装置が、更に純水製造装置を有することを特徴とする上記（２）～（
５）のいずれか一に記載された自立型水素発電及び飲料水供給システム。　このような構
造を採用することによって、本発明に係る自立型水素発電及び飲料水供給システムは、製
造された純水を使用して水素を生成することもできる。例えば、粉砕状のアルミと純水製
造装置によって精製された精製水とを反応させ、下記式の如く、水素と水酸化アルミを発
生させることができる。
　　化学式　　　２Ａｌ＋６Ｈ2Ｏ２Ａｌ（ＯＨ）3＋３Ｈ2

（７）前記水素貯蔵装置が、水素吸蔵合金であることを特徴とする上記（１）乃至（６）
のいずれか一に記載された自立型水素発電及び飲料水供給システムである。
（８）前記飲料水供給装置における燃料電池及び＼又は前記水素生成装置における二次電
池が家庭用交流電源として電気を供給することを特徴とする上記（１）乃至（７）のいず
れか一に記載された自立型水素発電及び飲料水供給システムである。
　ここで、家庭用交流電源とは、家電製品等を駆動するための１００～２００Ｖ程度の交
流電力のことである。
　本システムは、災害時に商用電源を必要とせず、自立して電力供給や飲料水供給をする
システムの運用方法に関する発明である。ただし本システムは、災害時でない平常時等に
も使用することができる。その際、商用電源と併用することも可能である。商用電源から
得た電気は、水処理装置を稼働させたるために利用することができるし、二次電池に蓄電
することも可能である。例えば、災害時でない平常時には、商用電源を併用して本システ
ムを運用し、災害が発生した際には、自立型での電力供給や飲料水供給に切り替えて、本
システムの運用を行うことができる。
【００１１】
（９）前記水素生成装置と飲料水供給装置とが、分割して構成されており、夫々の装置の
下方に車輪が取り付けられており移動可能に形成されていることを特徴とする上記（１）
乃至（８）のいずれか一に記載された自立型水素発電及び飲料水供給システムである。　
このような構成を採用することにより、水処理に使用する原水の給水源が、電源システム
や飲料水の供給装置から離れた場所にある場合であっても、原水へのアクセスの問題を解
決することができる。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明に係る自立型水素発電及び飲料水供給システムは、単体で発電と飲料水の供給を
可能とし、商用電源を必要とせず、電力と飲料水を長期間にわたって安定して供給するこ
とを可能とする。
　また本発明に係る自立型水素発電及び飲料水供給システムは、プール水や井戸水を原水
として処理し、飲料水や生活水を供給することを可能とする。
　また本発明に係る自立型水素発電及び飲料水供給システムは、水素の供給、燃料電池の
稼動、水処理といった複数の工程を連続して循環させるシステムを構築するという効果を
有している。
　また本発明に係る自立型水素発電及び飲料水供給システムは、水処理装置を含むシステ
ムのみを水素生成装置から分離し、さらに水処理装置を含むシステム単体を水源まで搬送
可能とする優れた効果を奏する。
　また、本発明に係る自立型水素発電及び飲料水供給システムは、水素製造装置によって
製造した水素を用いて、燃料電池により発電をすることから、再生可能エネルギー発電装
置から二次電池に蓄電して電力供給をする場合や、ガソリンなどの化石燃料を用いて発電
して電力供給をする場合と比べて、同じ電力供給の供給量を確保する際に、装置を小型化
することができ、重量を抑えることができ、可搬に適したものとすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】



(7) JP 2017-103198 A 2017.6.8

10

20

30

40

50

【図１】本発明の実施形態１に係る自立型水素発電及び飲料水供給システムの一例を示す
概念図である。（ａ）は飲料水供給装置である。（ｂ）は水素生成装置である。
【図２】本発明の実施形態２に係る水素製造装置の一例を示す概念図である。
【図３】本発明の実施形態３に係る水素製造装置の一例を示す概念図である。
【図４】本発明の実施形態４に係る水素製造装置の一例を示す概念図である。
【図５】本発明の実施形態６に係る自立型水素発電及び飲料水供給システムの使用例を示
す斜視図である。（ａ）は飲料水供給装置である。（ｂ）は水素生成装置である。
【図６】従来の電源システムの一例を示す概念図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　本発明の自立型水素発電及び飲料水供給システムに係る実施の形態の一例を、図面に則
して説明する。ただし、以下の説明は本発明の自立型水素発電及び飲料水供給システムに
係る実施の形態の例示であって、本発明の範囲を限定するものではない。
実施形態１
　図１は、本実施形態１に係る自立型水素発電及び飲料水供給システム構成の一例を示す
概念図である。図１に示す如く、本発明の水素発電及び飲料水供給システムは、水素生成
装置（ｂ）と飲料水供給装置（ａ）を有する。
　水素生成装置（ｂ）は、電気を蓄電する二次電池２と、水素製造装置３とを有している
。又、純水精製装置４と再生可能エネルギー発電装置５とを有している。実施形態１に係
る自立型水素発電及び飲料水供給システムは、太陽光発電を使用している。太陽光パネル
５より太陽光を受光し、太陽電池を接続し光起電力効果を応用して電気を発生させる。発
生された電気は、二次電池２に蓄電される。二次電池２に蓄電された電気は、２種類の用
途に使用できる。一つは、純水精製装置にて精製した精製水を電気分解して水素を得る際
に使用される電力として用いる。もう一つは、家庭用交流電源Ｅに供給される電気として
使用することもできる。
【００１５】
　水素製造装置は、電極を有し、二次電池２に帯電されている電気を流すことによって、
前記純水精製装置４によって精製された純水を電子が陰極で反応し、水素が発生する。分
解された酸素は大気中に排出すれば良い。本実施形態における水素生成装置（ｂ）は、太
陽光パネルからの給電により５００Ｗの電力を必要とし、水素発生量は１．０Ｌ／ｍｉｎ
（０．３５ＭＰａ　Ｍａｘ）となる。本実施形態における水素生成装置（ｂ）の実際の寸
法は、幅５００ｍｍラ奥行き３５０ｍｍラ高さ９００ｍｍである。このように本実施形態
に係る水素生成装置（ｂ）は、太陽光発電により水を電気分解し水素を発生させるため、
外部からの化石燃料を必要とせず、自立稼動が可能な点に特徴を有する。
　飲料水供給装置（ａ）は、水素生成装置（ｂ）で発生した水素を取り込み貯蔵すること
ができる水素貯蔵装置７と燃料電池８と水処理装置９を有している。本実施形態における
水素貯蔵装置７としては、水素吸蔵合金を使用している。飲料水供給装置（ａ）は、水素
貯蔵装置７に貯蔵されている水素を燃料電池８に供給し、酸素との電気化学的な反応によ
り電気エネルギーを取り出し電力として利用する。
【００１６】
　燃料電池８により得られた電気は、２種類の用途に使用できる。一つは、家庭用交流電
源Ｅに供給される電気として使用できる。家庭用交流電源Ｅによって供給される電気は、
１００～２００Ｖである。このような家庭用交流電源Ｅは、災害時に必要となる携帯端末
用の電源や、家庭用テレビ等の家電製品の電源として利用できる。もう一つは、水処理装
置９を稼動させる電力として使用される。
　家庭用交流電源Ｅに供給される電気としては、燃料電池８によって得られた電気の他に
、水素生成装置における二次電池に蓄電された電気を供給することもできる。
　本実施形態の飲料水供給装置（ａ）は、水処理装置９の稼動が主な目的である。水処理
装置９は、ポンプとろ過装置等から構成されている。本実施形態の水処理装置９は、プー
ルの水をポンプで汲み上げ、ろ過装置によって、プール水をろ過し、飲料用の水Ｗ１を精
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製する。また、図示しない飲料用の水タンクに飲料用の水Ｗ１を貯留することもできる。
また同時に精製された水Ｗ２を水素生成装置（ｂ）における純水精製装置４に供給するこ
ともできる。また、精製された水Ｗ２も、図示しない精製水タンクに貯留することもでき
る。
【００１７】
　本実施形態における飲料水供給装置（ａ）は、１００Ｗ　Ｍａｘ６時間の電力供給が可
能であり、水供給量は１．０Ｌ／ｍｉｎ（Ｍａｘ　３．０Ｌ／ｍｉｎ）となる。本実施形
態における飲料水供給装置（ａ）の実際の寸法は，幅５００ｍｍラ奥行き３５０ｍｍラ高
さ９００ｍｍである。
　このような構成によって、水素の供給、燃料電池の稼動、水処理といった複数の工程を
連続して循環させるシステムを構築することができる。本実施形態の自立型水素発電及び
飲料水供給システムは、上述の構成によって、単体で発電と飲料水の供給を可能とし、商
用電源を必要とせず、電力と飲料水を長期間にわたって安定して供給することができ、又
、プール水や井戸水を原水として処理し、飲料水や生活水を供給することができる。
【００１８】
実施形態２
　図２は、本実施形態２に係る水素生成装置２０の一例を示す概念図である。図２に示す
如く、本実施形態２に係る水素生成装置２０は、水素製造装置として機能する反応用アル
ミ貯蔵部２１と純水製造装置２４、及び二次電池２２を有している。本実施形態２は、反
応用アルミ貯蔵部２１に、純水製造装置２４によって生成された精製水を供給し、反応用
アルミと水とを反応させて水素を製造する。本実施形態２における水素発生部は、反応用
アルミ貯蔵部２１となる。反応に使用された精製水は、循環利用せずに反応後に排出され
る（Ｄ）。反応に使用された反応用アルミは、循環利用せず取り出して廃棄され、適宜新
しい反応用アルミが反応用アルミ貯蔵部２１へ補充される。
　本実施形態２に係る水素生成装置２０において、反応用アルミ貯蔵部２１に貯蔵される
反応用アルミの形態に制限はなく、反応用アルミ貯蔵部２１に投入し得る大きさ及び形状
の塊状、粒状、片状等であれば、任意に選択することができる。
【００１９】
実施形態３
　図３は、本実施形態３に係る水素生成装置３０の一例を示す概念図である。図３に示す
如く、本実施形態３に係る水素生成装置３０は、水素発生部として機能する反応用アルミ
貯蔵部３１とアルカリ性物質貯蔵部３７を有している。ここでアルカリ性物質貯蔵部３７
に貯蔵されるアルカリ性物質としては、濃アルカリ溶液が使用され、反応用アルミ貯蔵部
３１内で、純水製造装置３４にて生成された精製水により希釈される。また水素生成装置
３０は、純水製造装置３４と二次電池３２とを有している。本実施形態３は、水素製造装
置として反応用アルミ貯蔵部３１とアルカリ性物質貯蔵部３７を採用している。前記反応
用アルミ貯蔵部３１に、アルカリ性物質貯蔵部３７より濃アルカリ溶液を供給し、反応用
アルミと精製水と濃アルカリ溶液とを反応用アルミ貯蔵部３１内において反応させて水素
が精製される。反応に使用されたアルカリ溶液及び反応用アルミは、循環利用せず取り出
して廃棄される（Ｄ）。また反応後、適宜新しい反応用アルミが反応用アルミ貯蔵部３１
へ補充され、また、使用された濃アルカリ溶液を補充するために、アルカリ性物質貯蔵部
３７より得られた新たな濃アルカリ溶液が反応用アルミ貯蔵部３１へ補充される。
【００２０】
実施形態４
　図４は、本実施形態４に係る水素生成装置４０の一例を示す概念図である。図４に示す
如く、本実施形態４に係る水素生成装置４０は、水素製造装置として反応用アルミ貯蔵部
４１とアルカリ性物質貯蔵部４７を有している。ここでアルカリ性物質貯蔵部４７に貯蔵
されるアルカリ性物質としては、水酸化ナトリウムが使用される。また水素生成装置４０
は、純水製造装置４４と二次電池４２とを有している。前記反応用アルミ貯蔵部４１に、
アルカリ性物質貯蔵部４７に精製水を通水して得られたアルカリ溶液と、純水製造装置４
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４によって生成された精製水を供給し、反応用アルミとアルカリ溶液を反応させて水素を
製造する。本実施形態４においては、反応用アルミ貯蔵部４１が水素発生部となる。反応
に使用されたアルカリ溶液及び反応用アルミは、循環利用せず取り出して廃棄される（Ｄ
）。また反応後、適宜新しい反応用アルミが反応用アルミ貯蔵部４１へ補充され、アルカ
リ性物質貯蔵部４７に精製水を通水することによって得られたアルカリ溶液が新たに供給
される。
【００２１】
実施形態５
　次に本実施形態の自立型水素発電及び飲料水供給システムの他の使用例を図５に則して
説明する。　図５は、本実施形態５に係る自立型水素発電及び飲料水供給システムの使用
例を示す斜視図である。本実施形態５に係る自立型水素発電及び飲料水供給システムにお
ける、飲料水供給装置（ａ）と水素生成装置（ｂ）とは分離して使用することができる。
飲料水供給装置（ａ）と水素生成装置（ｂ）は、水素生成装置（ｂ）で生成された水素を
、飲料水供給装置（ａ）における水素貯蔵装置に貯蔵するため、図示しない供給用のパイ
プで連接している。かかる連接パイプは着脱可能に構成されているため、飲料水供給装置
（ａ）をプールＰ等の水源まで搬送して、水処理装置を稼動することができる。　特に本
実施形態５に係る水素生成装置（ｂ）は、再生可能エネルギー発電装置を有するため、太
陽光パネル２０などの設備の近傍に配置し、図示しないケーブルにより接続する必要があ
る。ただし、水素生成装置（ｂ）も二次電池による帯電が可能であることから、底部に車
軸と車輪を設けることによって、搬送可能なように構成しても良い。
　図５に示す如く、飲料水供給装置（ａ）を、給水ダクト２２の近傍まで搬送し、給水ダ
クト２２と飲料水供給装置（ａ）を接続することによって、プール水Ｐをろ過装置によっ
てろ過し、飲料水を得ることができる。なお、飲料水供給装置（ａ）に給水ダクトを付加
する構成にしても良い。その場合は、給水ダクト２２を設けることなく、飲料水供給装置
（ａ）で直接プール水Ｐをろ過することが可能となる。　本実施形態５に係る自立型水素
発電及び飲料水供給システムは、このような構成を採用することによって、再生可能エネ
ルギー発電装置から離れた水源へ、水処理装置を含むシステム単体のみを搬送して使用す
ることができる。
【００２２】
実施例
　上述した実施形態５に係る自立型水素発電及び飲料水供給システムを使用して、稲城市
の井戸水から飲料水を精製した。精製された飲料水についての試験結果を下記の表に示す
。
　なお、水素生成装置と飲料水供給装置を有する水素発電及び飲料水供給システムであっ
て、前記水素生成装置における二次電池及び飲料水供給装置としては、燃料電池を使用し
た。また、水素貯蔵装置としては水素吸蔵合金を使用し、二次電池には太陽光パネルを使
用した汎用の再生可能エネルギー発電装置を使用した。さらに本実施例においては、水素
製造装置としては、水の電気分解装置を使用した。
　より具体的には、水の電気分解装置として、水電解スタックＱＬ－５００（Ｓｈａｎｄ
ｏｎｇ　Ｓａｉｋｅｓａｉｓｉ　Ｈｙｄｒｏｇｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ製）を使用した。また
、水素吸蔵合金として、水素吸蔵量１．３ｗｔ％のＡＢ5型合金をボンベに充填したもの
を使用した。また、二次電池として、ＹＴ－Ｂ２４Ｒ（オプティマ製）を使用した。また
、太陽光パネルとして、ＣＳ６Ｐ－２５０Ｐ（Ｃａｎａｄｉａｎ　Ｓｏｌａｒ製）を使用
した。また、水処理装置として、Ｘ－１ＤＳ（ＳＥＡＧＵＬＬ　IV製）と更に、ＰＣＦ－
ＰＣ　Ａタイプ（日本フイルコン株式会社製）を使用した。更に、燃料電池としては、固
体高分子型燃料電池（ＦＣＳ－Ｃ２００、ＨＯＲＡＩＺＯＮ製）を使用し、純水製造装置
としては、活性炭樹脂（ＴＡ－３０Ｃ、トーケミ製）、カチオン交換樹脂（ＰＫ２２８Ｌ
Ｈ、三菱化学製）、アニオン交換樹脂（ＰＡ３１２ＬＯＨ、三菱化学製）をそれぞれ市販
のカートリッジに充填させて製造したものを使用することができる。
【００２３】
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【表１】

　上記表１の試験結果を参照すると、本実施形態の自立型水素発電及び飲料水供給システ
ムにより得られた水は、飲料用の水として何ら問題なく利用できることが分かった。
【符号の説明】
【００２４】
　（ａ）　飲料水供給装置　
　（ｂ），１０，２０，３０，４０　水素生成装置
　　２，１２，２２，３２，４２　二次電池
　　４，１４，２４，３４，４４　純水精製装置
　　５　　再生可能エネルギー発電装置
　　７　　水素貯蔵装置
　　８　　燃料電池
　　９　　水処理装置
　　２１，３１，４１　反応用アルミ貯蔵部
　　３７，４７　アルカリ性物質貯蔵部
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